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会    議    録 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 企画政策課 

会議名 

(審議会等名) 
令和３年度 第１回 嬉野市男女共同参画審議会 

開催日時 令和３年１１月１７日（水）１４：００～１６：００ 

開催場所 嬉野市役所 塩田庁舎 ３－２会議室 

傍聴の可否 可 ・ 不可 ・一部不可 傍聴者数 ０人  

傍聴不可・一部不可

の場合はその理由 
 

出 席 者 

委 員 

辻伸男委員、井上常茂委員、中島秋夫委員、辻田正信委員、 

諸岡博子委員、永田由美委員、岡典子委員、中島恵美子委員、 

末永忠典委員、峰松洋保委員、波田アイ子委員、江口英俊委員。 

事務局 企画政策課長（小池）、同副課長（織田） 

その他  

会議の議題 

１．開会 

２．会長あいさつ 

３．議題 

（１）令和２年度の各課行動計画取組状況の検証・評価について（１回目） 

４．その他  

・令和３年度実施の男女共同参画市民意識調査について 

・報酬、マイナンバー関係 

５．閉会 

配布資料 

・令和２年度 各課の男女共同参画行動計画取組状況調査票 

・令和３年度実施 男女共同参画市民意識調査（アンケート） 

 

 

審議等の内容 

別紙のとおり 
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審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 企画政策課 

議 題 
３．議題 

（１）令和２年度の各課行動計画取組状況の検証・評価について（１回目） 

内 容 

事前に配布していた令和２年度 各課の行動計画取組状況調査票について、 

事務局から説明し、検証・評価を行った。 

（検証・評価内容） 

・基本目標Ⅰ「男女がお互いの人権を尊重し、男女共同参画社会をめざす意識 

づくり」 

・基本目標Ⅱ「男女が家庭と職場において共に協力し、いきいきと活躍できる 

社会づくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

事務局 

 

会長 

 

副会長 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅰの説明を事務局からお願いします。 

 

【基本目標Ⅰ男女がお互いの人権を尊重し、男女共同参画社会を 

めざす意識づくり】 P1～P5 説明 

 

できれば、ＣやＤになっているところの説明を加えていただきたい

ですが。 

 

はい。 

 

なんでⅭだったか？の説明ですよね？ 

タイトルが①市民の意識改革のための啓発ですが、、、 

 

はい、事前に資料を読み込んでおられるので、また事務局で説明と

いうのはどうでしょうか。 

「行政区長や公民館長へ研修会に実施」で未実施とありますが、 

なぜ未実施だったか？という説明ですよね。 

私は、この前まで、行政区長会の会長をしていました。 

その間、区長会に研修が必要と言われております。男女間の格差や 

共同意識が必要、そして、まずは区長さんの理解が必要との事です。 

取組時期のⅭは令和４年度までに実施する予定ですが、 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

できるだけ取り組んでいく方向性で、少なくともＢやＡになってい

くように、それをやりましたよとなるように、担当課から担ってい

ただいている課に要請をしていただくことが必要です。 

 

そうですね、ずっとテーマになってますから。 

 

１０年間ずっとこのままですよね。総務・防災課と文スポ課が協力

してやっていかないと。打開策を考えないとですね。 

 

以前は、区長は行政嘱託員だったが、今は行政区長なので、そこま

での強制はされないのでは。行政自ら、地区に入ってもらわないと。 

 

市と委託契約を結んでいるので、市からのお願いは断れないのでは。 

範囲内の仕事はしないといけないでしょうね。 

また、区役の出不足金で男性と女性の金額が同じ地区と、違う地区 

があるようですね。そういうところも地域で話し合って同じ額にし

ていく事も男女共同参画の取組ではないかと考えます。 

 

私の地区では、出不足金は辞めました。 

 

以前に、行政嘱託員の時代かに、区長会か嘱託員会かの研修会で、

色々意見が出て、出不足金の話も出て理解が得られました。やはり

何とかして、研修会はやっていかないといけないと思います。 

 

あと時期がＣになっているところは、男性にとっての男女共同参画

（Ｐ.2）の中にＣが並んでますね。性的マイノリティ（Ｐ．3）のと

こも問題ですね。あと家庭における男女共同参画の促進（Ｐ.４）も 

Ⅽですね。これは、何でⅭなんですかね？他にＣについて質問あり

ますか？ 

 

Ｐ.４の家庭における男女共同参画の促進ですが２年度実施状況で

チラシを設置し市民に周知したとあるので、ほんとは隣戸配布がい

いんでしょうが、取組はしているという事ですね。 

Ｂになるんではないですか？実施しているからですからね。 

Ｂでよさそうですね。 

 

５ページの日本語教室の実施も、カフェ国際人を開催してるのでＣ

じゃなくてＢでもよいのでは？Ａでもよいかも。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

委員 

 

事務局 

 

 

副会長 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

自分の課で主催でしてないのでⅭにしてあるのかもですね。 

 

そうですね、Ｂでもよさそうですね。担当課から挙がってきてる分 

をそのまま挙げてるので。 

 

あと、国際交流・協力の推進も男女共同参画のテーマなんですかね。

男女共同参画がらみで、切るならば違う切り方で切らないと。 

 

嬉野市男女共同参画を推進する条例の５番目に国際的協調とあるの

で、こういった案が出てきてるんだと思います。ここ１０年間、こ

の基本理念がかわってないので今後見直す可能性はあります。 

 

担当課の目線を変えていいのではないですか。 

自分のとこでメインではしてないけど、（事業を）支援をしてるとか、

出向いたりとか、交流があっている訳なので、広い目線で見てＣを

ＢやＡに変えていっていいんじゃないですか？ 

 

判定（Ａ・Ｂ・Ｃ等）は、企画政策課でするんですか？ 

 

いいえ、担当課で判断はしています。自己評価です。 

 

 

具体的事業で、似たような事業を違う課でやってあって、事業の概

要は同じ文章になっているのが１０ぐらいありますが、各課での横

の連携はどのぐらいされているのかな？それぞれで判断されてます

よね。もう少し、まとめて判断してはどうでしょう。 

 

各課からそれぞれに挙がってきてるので、大量にあるので、まとま

らないですよね。 

 

 

見直す作業が必要では。もう少しまとめては？市役所的に、縦割り

でされてるでしょうけど、横の連携をもう少し取っていけば、これ

は１つの課でやっているので、他の課まで項目を広げないでいいよ

うに思う。担当課としてまとめるのも、とてもじゃないですね。 

少し整理したほうがいいみたいですね。 

 

事務局としても、最後に提案があるみたいですが、今言いますか？ 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

会長 

 

副会長 

 

 

 

 

事務局 

 

会長 

 

 

委員 

 

委員 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

そうですね、最後にと思いましたが、審議の途中ですが、ここで提

案をしたいと思います。 

今までの審議会は、ずっと、市役所内の取組状況の審議をしてもら

っています。市役所内の取組だけを審議するのではなく、市民の方

に、広く男女共同参画の在り方を伝えていくべきではないかと考え

ます。今の世の中の情勢（男女共同に対して）がどういうものなの

か？それについて、どういう審議をしていけば良いのか？というの

が大事だと考えます。もちろん、市の方でお願いしている審議会な

ので、市の取組を発表するのは当たり前なんですが、市役所内だけ

の分に、固執してしまっているのではないかと考えます。 

そこで、次回からの審議会のスタイルを徐々に変えていきたいと思

いますが、皆さんどう思われますか？ 

 

ぜひ、そうしていただきたい。 

 

１０年間、ずっとこの状態ですからね。 

 

もし、できる事なら、さっき話したように、各課の横断で検討する

進行状況や取組状況等を、お互いに情報交換をしていただいて、こ

れはうちの課も関係するけど、そちらの課で代表して挙げてくれな

いかなど、整理したらもっとまとまるのではないか？ 

 

そうですね、スマートになると思います。 

 

他にご意見ありませんか。 

 

 

そして、評価もそうですが、取組も一緒に話しあえるんじゃないで

すか？ 

そうですね。課の横断が必要じゃないかな。 

 

他に変えていくという事に関して、ご意見ありませんか。 

見えるようになっていけばいいんじゃないかな思います。 

 

追加になりますが、今の行動計画が令和４年度までになりますが、 

令和４年度に、次回の（令和５年度から第４次）分を作るにあたり、 

市の取組状況だけを載せるのではなく、広い目で見て、男女行動計

画を作っていけたらと考えます。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

はっきり言っていいのでは？ 

担当課は、一生懸命しているが市民の方には全く理解が進まない。 

そしたら、どうしていけば良いか？という事が分かってくるのでは。 

審議会ももちろんだが、市民と一緒になって、市役所全体で知恵を

出しあって、話し合うという方向に持っていかないといけないので

は。 

 

他にこの新しい形にしていく事について、意見ありませんか？ 

 

企画政策課で担当されているバリアフリーツアーセンター主催で、

ボッチャに取り組んでいますが、先日、五町田小で子供たちに心の

バリアフリーという事で１時間程度、お話をさせていただいた。そ

の後、体育館でお年寄りや障がい者の体験をしてもらった。車いす

テニスの体験、ボッチャの体験等をしてもらった。 

子ども達からは、その方の気持ちが分かった、大変だな等、貴重な

意見が出ました。女子に対する授業でも理解が得られ、子ども達に

も、少しずつではありますが、男女共同参画に対して理解が進んで

います。 

 

 

他にご意見等ありませんか？ 

 

 

そもそも、嬉野市男女共同参画審議会なので市役所内の事を審議す

る場だと思うんですよ。会長も言われた通り、区長会の事案は１０

年間ずっと挙がってきている。しかし、なんで実施されていないの

か。行政側が実施していないのか、声掛けが悪かったのか、指導が

悪かったのか。また「公民館にパンフレット置いていた」Ｃとあり

ますが、市民は受付窓口に行かないと、気づかないと思います。 

クエスチョンに対して、行政側からの、アンサーがないですよね。 

あと、事前に送ってきたこの資料ですが、１ページ読んでから次ペ

ージをめくると反対にコピーとなってる。 

これは、めくったときに、読みにくいと感じました。 

 

補足をします。「Ｃの令和４年度までに実施する事業」は５年間のス

パンでしてますので、Ｃはまだできてない事業になります 

それとＲ２年度までは、資料は１ページづつ両面ではなく印刷して

ありました。市側の経費節減という事でご理解ください。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

会長 

 

 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

副会長 

 

 

委員 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

資料を読んでて、カタカナが多いですね。 

注釈をつけてあるのもありますが、新しい用語が多いので、もっと

丁寧に説明してほしい。 

 

はい、了解しました。気を付けます。 

 

 

カタカナを使った場合がいい時もあるが、カタカナの意味は難しい。 

時代とともにその言葉に慣れてくれば、分かるようになると思うが。 

 

言葉の意味が分からないのがある。専門用語が入るとわかりにくい。 

注釈をつけるなどして欲しい。 

 

確かに専門用語が多いですね。 

 

 

確かにカタカナ用語が多いですね。男女共同参画では、世界共通で

使われている言葉があります。 

例えば、１５ページの「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」は、

注釈の説明があっても分かりづらい。日本語に訳しても分からない。 

 

カタカナ使っていいが、やはり注釈が欲しい。 

 

日本語訳が無いと非常に分かりにくい。 

 

 

例えば、子ども達には具体例で話すと良いと思います。 

「おしりを触らないで」など。 

 

行動計画でＣのところですが、４年度までに実施する予定のところ

を３年度にこれだけ実施できている。と解釈してもらえばわかりや

すい。 

項目が多いので、細かすぎる。頭の中でまとまらない。 

 

事前に配布された資料を読んできたが、各課それぞれにできた、で

きなかった等書いてあるが、項目がありすぎて、もう少し会議用に

集約していただいたら分かりやすい。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

委員 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

 

副会長 

 

 

会長 

 

 

副会長 

 

 

 

会長 

 

第２次と第３次計画の違いていうのは何ですか。 

第３次が終わって、今度、第４次を来年作りますよね。 

どうやって作るんですか？「これは要らなさそうだ」とかの判断は

どうするんですか。 

 

それは審議会の方で来年度審議してもらいます。 

計画の年度じゃない時は、審議会は年２回ですが、行動計画を作る

年度は５～６回させていただきます。 

 

 

前の行動計画でこれは要る、要らないを、ここで審議するんですね。 

あと、関わる担当課は市役所で考えますか。 

 

担当課は事務局でまとめようと考えてます。 

 

担当課が重複している項目はそのままですか。 

 

そうですね５年前がどうしてあるか詳しくは分かりませんが 

分かりやすく作るのがよいと思います。 

 

そうですね、あまり重複してもあれなので、もう少し凝縮していけ

たらと思います。 

 

そうですね、そういわれても複数の課にまたがる事業もありますの

で、それぞれに回答するようになると思います。 

 

 

ひとつはですね、国や県の方策・方針がありますので、国の方針が

変わると市町も変えないといけないという部分がありますね。 

 

こういう審議会を設けないといけないというのも国で決まってます

からね。 

 

やはり、第２次から第３次に変わった時も、内容も随分、整理がさ

れております。そして、先ほど言われた横文字（カタカナ）の注釈

も増えてますし、かなり、踏み込んではあります。 

 

他にありませんか。いったん休憩に入ります。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

事務局 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

副会長 

 

 

事務局 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

再開します。 

次回の審議会は、いつしますか。 

 

２月か３月かになると思います。 

協議をして解読していく方向でしていきたいと思います。ガラッと

は変えないと思います。 

 

そうですね、では次回にご提案いただくという事で。 

取組状況や、資料の見方など。 

 

事業を行ってですね、どれくらい効果があったのかとか、ホームペ

ージの閲覧者がどのくらい増えたかとか具体的な数値が分からない

と、効果とは言えないのかなと思う。 

それを解説入りで載せてもらえれば納得できるかなと思う。 

 

それは、行政としても必要でしょうし、資料化できればですね。 

 

なるべく数値化してもらった方が見やすいと思う。 

 

行政の全課が何かやらないといけないとなっているので、男女共同

の焦点を、その時代の状況に合ったものを、どんどん挙げていかな

いと、事は進まない。これがあがるとこちらもみたいな、相関関係

が大事。何を挙げれば他が挙がりやすいか、そういう視点から重点

目標を作っていけば、評価がしやすいと思う。 

そういう項目を挙げていけば効果的ではないのかな。 

 

この後、おそらく市民意識調査の話をしていただくんでしょう。 

その中でも、方向性が出てくるのでは。 

 

市民意識調査の結果は、１０月に実施で集計が出るのは来年２月末 

ぐらいかなと思います。集計の冊子ができた時点でと考えてます。 

 

 

その時点で、私たち審議会で検討する事項、行政がどういう所に弱

いとか、また進んでるかどうか。さっき話が出ていた話など。 

また弱い部分を補強していく。浸透させていく。その繰り返しだと

思います。 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

事務局 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

副会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

委員 

委員 

 

 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

副会長 

 

 

 

 

 

次に、基本目標Ⅱの説明を事務局からお願いします。 

 

【基本目標Ⅱ．男女が家庭と職場において共に協力し、いきいきと

活躍できる社会づくり】  

P6～P14 説明 

 

 

いかがでしょう、ご質問等ありますか。 

ワーク・ライフ・バランスは商工観光課、企画政策課のところに 

ありますね。 

観光商工課は関係ありますか？ 

 

観光商工課の商工会とか商業の方に関わる分でしょうね。 

自営業だと勤務時間とかないでしょうからね。 

サラリーマンだと決まった時間ありますが。 

女性は遅くまで仕事をしてから、その後食事の準備等もあります 

から。そのあたりでしょうか。 

 

ワークライフバランスとは、意味が広いですからね。 

女性の自己啓発の推進も、観光商工課なんですかね？ 

 

防災会議の女性委員さんはどういう方がされてますか。 

はい、消防団です。 

課題に、「防災会議委員の満たしていない為、女性の割合を高める 

ことが可能だが、多種多様な業種の女性適任者をみつけられるのか 

課題」とありますが、女性的な意見を言うのではないんですか？ 

 

そうではないです。防災会議の中で女性にできることは何だろ 

うか？みたいな意見を言う感じです。避難所での支持とかできる 

とは思うが、してください。とまではならない。 

 

女性の視点だから分かるという避難所もあるのでは。 

 

わたしも保護司をしていますが、女性の視点は大事です。 

赤ちゃんを抱えている人など。スペースや安全面など。また高齢 

者なども。 

女性としての保護をしていかないといけない。本当は避難所の 

施設長は、女性が適しているが、仕事が多岐にわたるので、男性が 
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審議経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

事務局 

 

 

委員 

 

 

委員 

 

委員 

 

 

サブで動かないといけない 

 

実際の避難所の運営は、市役所の職員がされてるんですか 

 

はい、そうです。理想的には、避難所運営は、一般市民がいいと 

思います。 

熊本地震の時には、避難所では、みんなが協力して自主的にされて 

いた。消防団や若い人達が、まず何をしないといけないか、支援 

物資が来るためには道を直そうという事で、応急的に、でこぼこ 

になった道を自分たちで直されていた。という経緯があります。 

日頃からそういう話し合いがされていたのだ、と感じました。 

 

他に質問ありませんか。 

 

９ページですが、女性団体等への支援とありますが、うれしの男 

女ネットワーク男女の会ですか？男性もいらっしゃるですよね 

たとえば、婦人会とか女性しかいない団体とか、商工会の女性部 

とかへ広げていってもらいたい。 

 

かつては地域婦人連絡協議会がありましたね。もう婦人会ですか。

もう無くなったですかね。 

 

塩田町も嬉野町も活動しております。会員数は減ってますが。 

婦人会はあります。 

 

男女ネットワークさんは欠席なんですよね。できれば参加してほ 

しかったです。 

 

そうですね、別の会議が入っていて、そちらの会議が先だったみ 

たいです。 

 

何人か会員さんがいらっしゃるから、代理でも出席していただき 

たい。 

 

男性のメンバーの方はいらっしゃいますよ。 

 

そうですね、、男も女も一緒にがんばろうという意味で、男性も 

入り「うれしの男女ネットワーク」という名前に変わったんです。 
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会長 

 

副会長 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

 

会長 

 

委員 

 

委員 

 

 

委員 

会長 

 

ふじ祭りや映写会とかの催事には会員さんの旦那さんが手伝って 

くれます。そういった活動をしています。 

 

はい、わかりました。 

 

補足します。最初は「女性ネットワーク」という団体名でした。 

もともと、おかみの会や商工会の代表者で構成されてました。 

それが、だんだん退任されて、今の形になっています。いまは、 

個人の会員さんで構成されています。 

 

ネットワークは何名くらいおられますか？ 

 

１５名程度です。 

 

地婦連は塩田・嬉野あわせて何名いらっしゃいますか？ 

 

１７０名ぐらいです。 

嬉野が１００名ほどかな。 

 

男女ネットワークと地婦連との関係はどうですか？ 

良好ですか。 

 

ネットワークの方で婦人会の中に入ってる人もいます。 

 

交流はありますか？ 

 

今は、コロナ禍で交流はありません。ふじ祭り等は手伝いをして 

おります。 

 

団体の違いは何ですか？ 

 

目標や活動が違います。 

 

婦人会は伝統的なもので地域のために活動するもの。 

あと、更生保護の女性会もです。 

 

ネットワークは、男女共同で料理洋室など活動してます。 

いろいろ交流があれば、十分、別々に活動していいんでしょうけ 

どね。 
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副会長 

 

 

会長 

 

 

 

委員 

 

会長 

 

副会長 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

委員 

 

交流が盛んという事が大事ですね。 

一緒になる必要はないでしょうけどね。 

 

理念としては、代表者が集まって組織をしていく団体が、ネット 

ワークでは？ 

 

そういう女性の団体が３つ４つとできていけばいいんでしょうけ 

どね。 

ソロプチミストとは関係ないですか？ 

 

関係ないです。 

 

他にありませんか？ 

 

いろんな男女でも一緒に活動されている団体はありますよね。 

一緒にやるという目的団体もありますね。 

 

諸岡さんの方（婦人会）で、婦人会活動をしていて男女共同参画の 

テーマがありますが、どの辺が重要と活動されてますか？ 

 

８月の大雨がありましたよね。私の地区も被害がひどくて避難所 

の設営をされてて、区長さんとか本当に、大変なんですよ。 

そこに、女性の視点が無いから非常に困ったんですよ。防災会議 

には、それこそ男女共同参画じゃないけど、女性の視点をもっと 

勉強させるようなことを、行政の方々にもしてもらいたい。 

つくづく、そう思いました。 

 

その事は、行政の方には明確に伝えてありますか。 

 

いえ、行政にはまだ介入があってないので、言ってません。 

 

そこは、きちんと伝えたほうがいいですね。 

 

社協の理事会でもそういう話は出ている。 

次回の市の防災会議で伝えようと思っております。県のアバンセ 

でも防災の勉強会があってますので、市の方も勉強してもらいたい。 

広報も含めて、広く知らせていただきたい。 

防災士じゃなくて、一般の方を対象にした勉強会がありますので、

せっかく女性消防団がいらっしゃるのに、何で交流がないんで 
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会長 

 

委員 

 

 

会長 

 

副会長 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

委員 

 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

しょうか。 

女性消防団の方にも、お話をしてもらいたい。 

 

女性だけでもね、交流が無いとですね。 

 

今までは、いろんな審議会は、男性中心だったが、今はある程度 

女性を入れてもらってるから発言もできます。 

 

そうですね、とても大事なことですね。 

 

市内には防災士の資格を持った方がたくさんいます。防災士会を嬉

野市で創りたいと市長にお話をしたことがあります。 

そこを、スタートができれば、私たち防災士がお膳立てをして、い

ろんな研修会でお話しができるのかなと思います。 

気象予報士などを呼んだりして、どういう気象状況になった時に危

険なのかという研修ができる。もしもの時に、災害から家族や地域

の人々を守るか等の活動にもつながる。 

 

女性団体は以前に比べ、小さくなってるが、重要な女性団体なので、

互いに協力し合うことが大事と思います。 

 

地域コミュニティで防災の訓練をされてますが、少しづつしてきた

からこそ、広がってきたのかなと思います。防災の勉強するのはい

いことだと思います。今度の避難所設営時もプラスになったかなと

思います。 

 

これからは、災害も毎年来るかもしれないからですね。 

 

２ページの各地域コミュニティセンターでの啓発ですが、コミュニ

ティ自体では何をしてよいか分からないので、企画政策課のコミュ

ティ担当を通じてテーマを決めて一緒に企画を考えてほしい。企画

課で働きかけて一緒になってしていけば浸透していくのではと思い

ます。 

 

今度、地域コミュティを対象に市の防災担当と一緒に防災会議が開

かれます。 

女性目線を取り入れた話をしたいと考えてます。また各コミュニテ

ィに男女共同参画についても研修会をしていこうと思っておりま

す。 
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委員 

 

委員 

 

 

 

会長 

 

委員 

 

事務局 

 

委員 

 

委員 

 

 

委員 

 

 

 

 

副会長 

 

 

委員 

 

会長 

 

一応、コミュニティでは防災訓練はしております。 

 

防災とは関係ないです。防災は防災で大事だと思いますが、男女共

同参画をいかに地域に浸透させて意味で、どうしたら伝わっていく

か一緒になって考えて行ってもらいたい。 

 

誰と一緒になって？ 

 

担当課（企画政策課と）一緒になってです。 

 

協力はしていきたいです。 

 

「考えて下さい」ではなく、一緒に考えていってもらいたいです。 

 

共同参画の意味が、言葉は、一般の方は分かっているんでしょうか？ 

皆さんが、一緒に考えていくということですよね。 

 

コミュニティの行事としては、男だから女だからというより、住民

に多く参加してもらいたいと頑張っております。防災訓練も１年に

１度はしております。女性の協力は大いにしてもらっております。 

事務局長会議で、２ページの内容をもっと具体的にしていただきた

い。 

轟・大野原コミュニティは女性の事務局長です。広報紙などにも女

性の視点でとらえており、感想なども入れて、忙しい中にも頑張っ

ておられます。地域の人にも喜んでいるのではと思います。 

事務局長は５年目になります。地域のために頑張ってくれてます。 

 

相互に交流しあって活発になってほしいものです。 

では、審議を終わります。 

 

その他 

 

 

 

 

 

 



16 
 

審 議 等 の 内 容 

(嬉野市審議会等の公開に関する要綱第９条関係) 

 

所管課 企画政策課 

議 題 ４．その他 

内 容 令和３年度実施の男女共同参画市民意識調査（アンケート）ほか 

審議経過 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 令和３年度実施の男女共同参画市民意識調査 

（令和３年１０月実施済・対象者 2,000 名） 

 

② 報酬について 

（新規委員さん個別に連絡マイナンバー・口座登録） 

 

③ 次回審議会の開催予定  令和 4年 2月 

その他 

 

 


